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北
海
道

の
炭
鉱
住
宅
の
変
遷
過
程
に
つ
い
て

三
井
砂
川
鉱
の
従
業
員
住
宅

(開
鉱
か
ら
戦
前
ま
で
)

駒

木

定

正

1

は
じ
め
に

北
海
道
の
炭
鉱
開
発
は
、
明
治
期
開
拓
と
共
に
始
ま
り
現
在
に
い
た
る
。
そ
の
歴

史
は
ま
さ
に
、
本
道
開
拓
以
来
百
二
十
年
の
縮
図
を
見
る
。
石
炭
採
掘
の
た
め
人
跡

末
踏
の
地
を
開
墾
し
、
住
宅
環
境
は
極
め
て
劣
悪
な
状
況
か
ら
出
発
す
る
が
、
そ
の

進
展
は
め
ざ
ま
し
く
、

つ
い
に
は
、
わ
が
国
有
数
の
炭
鉱
都
市

へ
と
発
展
す
る
。
炭

鉱
を
中
心
と
す
る
企
業
集
落

の
形
成
は
、
未
開
地
を
し
だ
い
に
現
代
都
市

へ
と
導
き
、

夕
張
を
は
じ
め
、
砂
川
、
三
笠
、
美
唄
、
歌
志
内
、
羽
幌
等

の
街
を
生
ん
だ
。
そ
の

居
住
空
間
は
、
石
炭
採
掘

の
た
め
、
お
よ
そ

一
世
紀
を
か
け
、
厳
し
い
自
然
と
の
格

闘
か
ら
始
ま
り
今
日
の
生
活
空
間
を
形
成
し
続
け
た
。
こ
れ
ら
は
北
海
道
の
炭
鉱
都

市
の
極
め
て
特
徴
的
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

炭
鉱
住
宅
の
歴
史
は
、
北
海
道

の
企
業
社
宅
の
代
表
で
あ
る
ば
か
り
か
、
と
り
も

直
さ
ず
本
道
住
宅
史
の

一
端
を
現
わ
す
も
の
と
い
え
る
。
北
海
道
の
明
治
期
開
拓
以

降
の
歴
史
は
、
わ
が
国
の
歴
史
に
お
い
て
著

し
く
浅
い
の
で
あ
る
が
、
開
拓
に
伴
い
、

北
海
道
各
地
に
設
け
ら
れ
た
炭
鉱
を
は
じ
あ
と
す
る
企
業
社
宅
お
よ
び
官
舎
は
、
本

道
の
住
宅
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
北
海
道

の
住
宅
の

歴
史
を
調
べ
る
上
で
、
こ
の
炭
鉱
住
宅
の
研
究
は
明
治
開
拓
期
か
ら
現
代
ま
で
系
統

的
に
住
宅

の
変
遷
を
研
究
で
き
る
数
少
な
い
テ
ー
マ
と
認
識
す
る
。

し
か
し
、
一九八
二年

(昭
和
悪
年
)
の
北
炭
夕
張
新
鉱
、
一九八
六年

(昭
和
六
一年
)
三

井
石
炭
鉱
業
砂
川
鉱
業
所
、
さ
ら
に
一九
八九
年

(平
成
元
年
)
の
北
炭
幌
内
炭
鉱
等
の

大
手
炭
鉱

の
閉
山
が
相
次
ぎ
、
遺
構
の
取
り
壊
し
、
資
料
の
散
逸
が
著
し
い
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
各
鉱
の
資
料
収
集
を
は
じ
め
現
況

・
実
測
調
査
等
は
、
急
を
要
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
表
1
1
>
最
近
の
北
海
道
の
主
な
炭
鉱
閉
山

閉

山

年

炭

鉱

名

市

町

「蛎一

一九
七
三年

(昭
和
四八
)

一九
七
四年

(

一九
七
五
年

(

一九
七
六
年

(

一九
七
八
年

(

一九
八
〇
年

(

一九
八
二
年

(

一九
八
七
年

(

一九
八
七
年

(

四
九
)

吾
)

互
)

五
三
)

五
五
)

五
七
)

杢
)

六
二
)

一九八
九
年

(平
成

一)

三
菱
大
夕
張
炭
鉱

北
炭
夕
張
第

一
鉱

北
炭
平
和
鉱

万
字
炭
鉱

北
炭
夕
張
新
第
二
鉱

北
炭
夕
張
炭
鉱
清
水
沢
鉱

北
炭
夕
張
炭
鉱
夕
張
新
鉱

三
井
石
炭
鉱
業
砂
川
鉱

北
炭
真
谷
地
炭
鉱

北
炭
幌
内
炭
鉱

夕
張
市

夕
張
市

夕
張
市

空
知
支
庁
栗
沢
町

夕
張
市

夕
張
市

夕
張
市

砂
川
市

夕
張
市

三
笠
市



北
海
道

の
炭
鉱
開
発
に
伴
う
企
業

の
歴
史
は
、
穴
八
九
年

(明
治
一三
年
)
官
営
炭
鉱

の
払
下
げ
を
受
け
た
北
海
道
炭
砿
鉄
道
会
社

(現

・
北
海
道
炭
砿
汽
船
株
式
会
社
。

本
稿
で
は

「北
炭
」
と
略
称
)
に
始
ま
り
、
続

い
て
明
治
末
か
ら
大
正
時
代
に
か
け

て
財
閥
資
本
の
三
井
、
三
菱
、
住
友

の
各
企
業
は
北
海
道

の
炭
鉱
開
発
に
注
目
し
、

道
内
各
地
に
財
閥
系
炭
鉱
の
開
発
が
顕
著
と
な
る
。
こ
れ
ら
中
央
資
本
の
進
出
を
境

に
、
そ
れ
ま
で
北
炭
に
代
表
さ
れ
た
北
海
道

の
炭
鉱
お
よ
び
そ
の
施
設
、
設
備
は
多

様
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一九
三
年

(大
正
2
年
)
に
は
北
炭
も
三
井
の
傍
系

会
社
と
な

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
北
海
道
の
炭
鉱
住
宅
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
三
井
石
炭
鉱

業
株
式
会
社
砂
川
鉱
業
所

(
一八八
七年
閉
山
。
空
知
郡
上
砂
川
町
。
本
稿
で
は

「
砂
川

鉱
」
と
略
称
)
を
取
り
上
げ
、
と
く
に
開
鉱

か
ら
閉
山
ま
で
の
従
業
員
社
宅
を
中
心

と
す
る
住
居
施
設
に
つ
い
て
建
築
的
特
徴
お
よ
び
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
砂
川
鉱
と
北
炭
お
よ
び
三
菱
の
主
要
炭
鉱
と
を
比
較
し
、
第
二
次

大
戦
ま
で
の
北
海
道
炭
鉱
住
宅
の
概
要
を
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
研
究
資
料
は
、
砂
川
鉱
の
協
力
を
得
て
実
施
し
た
閉
山
直
前
ま
で
の
現
況

調
査
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
基
礎
資
料
と
し
て
、
一九
西
年

(大
正
3
年
)

の
開
坑
か
ら
一九
三九
年

(昭
和
西
年
)
ま
で
の
社
内
資
料

『
三
井
鑛
山
五
十
年
史
稿

(注
1
)』
、

『
砂
川
鑛
業
所
沿
革
史
(注
2
)
』
お
よ
び

『
上
砂
川
市
井
史
(注
3
)』
、

『
ヤ
マ
の
歩
み
五
十
年
(注
4
)』
、

『砂
川
市
史
(注
5
)』
を
参
考
と
し
た
。

2

三
井
資
本
と
砂
川
鉱

三
井
資
本
が
本
格
的
に
石
炭
業
界

へ
進
出
し
た
の
は
一八八
八年

(
明
治
三
年
)
官
営

三
池
炭
鉱
の
払
下
を
受
け
た
こ
と
に
始
ま
る
。
さ
ら
に
、
北
海
道
に
は
財
閥
資
本
と

し
て
、
い
ち
早
く
進
出
し
、
主
要
鉱
区
の
買
収
、
道
内
最
大
手
の
北
炭

へ
の
経
営
参

加
と
傍
系
化
等
を
行

っ
た
。

〈
表
2
>
三
井
と
砂
川
鉱
開
鉱
の
経
過

年

明
治

六七
三二

五
一三四

四

大
正

二三四六七

一
八
七
三

一
八
茜

一八
八
八

一
八
九
二

天
九
九

死
=

一九
三

一九
一四

一九
蓋

一九
一七

一九
天

三
井
上
砂
川
炭
鉱
の
主
な
出
来
事

榎
本
武
揚
、
炭
田
調
査
で
空
知
川
畔
の
露
頭
炭
を
発
見

ラ
イ
マ
ン
調
査
団
、
空
知
川
で
数
箇
所
で
炭
層
を
発
見

三
井
、
官
営
三
池
炭
鉱
の
払
下
げ

三
井
合
資
会
社
設
立

三
井
は
西
山
正
吾
に
よ
っ
て
上
砂
川
を
調
査

三
井
鉱
山
株
式
会
社
を
設
立

三
井
合
名
会
社
上
砂
川
炭
鉱
開
坑
準
備

(砂
川
村
共
有
地
の

六七
〇
町
歩
買
収
)

三
池
鉱
業
所
経
理
主
任
、
野
田
朝
益
が
三
井
砂
川
木
挽
工
場

の
一
部
に
仮
事
務
所

事
務
所
兼
ク
ラ
ブ
兼
合
宿
を
建
築

(現
位
置
)
=
月
に
落
成

互
坪
、
平
家
建
、
柾
葺

上
砂
川
炭
鉱
採
炭
開
始
…
三
井
合
名
会
社
が
第

一
坑
採
炭

札
幌
鉱
山
鉱
務
署
へ
、
三
井
砂
川
炭
鉱
の

「
施
業
案
」
提
出

三
井
上
砂
川
炭
鉱
開
鉱

上
砂
川
市
街
地
区
画
貸
付

上
砂
川
鉄
道
工
事
に
着
手

(建
設
費
三
井
、
施
工
鉄
道
院
)

本
事
務
所
建
設

砂
川

・
上
砂
川
間
に
鉄
道
開
通

(石
炭
輸
送
専
用
)

本
稿
で
取
り
上
げ
る
砂
川
鉱
の
重
要
性
は
、
そ
れ
ま
で
既
存
鉱
区
の
買
収
を
行

っ

て
い
た
三
井
資
本
が
、
北
海
道
に
お
い
て
初
め
て
新
鉱
区
開
発
か
ら
採
炭
ま
で
を
手

懸
け
た
炭
鉱
で
あ
り
、
財
閥
資
本
に
よ
る
北
海
道
炭
鉱
住
宅
の
建
築
実
態
お
よ
び
そ

}鵬【



の
変
遷
を
知
る
う
え
で
代
表
事
例
に
な
る
こ
と

に
あ
る
。
開
坑
準
備

の
経
過
に
つ
い

て
は

『
砂
川
鑛
業
所
沿
革
史
』
に
詳
し
く
そ
の
概
要
は
別
表
2
に
ま
と
め
た
。

『
沿

革
史
』
よ
る
と
、
開
鉱
当
初
の
建
築
資
材
は
三
井
砂
川
木
挽
工
場

(
一九〇
二年

(
明
治

三五
)
創
業
)
の
廃
材
を
用
い
、
土
建
請
負
に
は
植
村
勘
次
郎
、
資
材
運
搬
に
は
二
又

久
次
郎
が
あ
た
っ
た
。
後
、
会
社
組
織
の
体
制
が
整
う
に
従
い
、
建
築
関
係

の
工
事

窓
口
は

「
工
手
長
心
得
建
築
担
当
」

(
一九
一九
年

(大
正
8
)
制
定
の
職
制
に
設
け
ら

れ
る
)
、

「技
士
心
得
土
木
建
築
担
当
」
(
一九
二九
年

(昭
和
4
)
改
正
)
、

「
土
木
建

築
係
長
」

(
一九
三七
年

(昭
和
三
)
改
正
)が
あ
た

っ
て
い
る
。

3

従
業
員
社
宅

炭
鉱
の
企
業
社
宅
は
、
従
業
員
社
宅
と
職
員
社
宅
に
大
別
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、

時
代
と
と
も
に
変
遷
の
著
し
い
従
業
員
社
宅
に

つ
い
て
の
み
取
り
上
げ
る
も
の
と
す

る
。

「
従
業
員
社
宅
」
の
呼
称
は
、
先
の

『
三
井
鑛
山
五
十
年
史
稿
』
、

『砂
川
鑛

業
所
沿
革
史
』
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
創
設
期

は

「
鉱
夫
」
の
呼
称
も
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

(職
員
社
宅
に
つ
い
て
は
、

『
五
十
年
史
稿
』

『沿
革
史
』
に
記
録
さ

れ
、
遺
構
調
査
資
料
と
合
わ
せ
、
別
の
機
会
に
ま
と
め
る
予
定
。
)

砂
川
鉱
に
お
け
る
従
業
員
の
住
居
形
態
は
、
主
に
次
の
4
種
に
分
類
で
き
る
。
①

飯
場
、
②

寄
宿
舎
、
③

同
居
寄
宿
、
④

従
業
員
社
宅
。
こ
れ
は
、
北
海
道

の
北
炭
や
三
菱
な
ど
同
時
期
の
炭
鉱
で
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
①
～
③
は
単
身
者
用

の
住
居
で
あ
り
、
④
の
み
が
妻
帯
者
用
住
居
で
あ
る
。
開
鉱
当
初
の
住
居
形
態
は
、

従
業
員
が

「
渡
坑
夫
」
と
呼
ば
れ
る
単
身
者
が
多
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
①
～
③
が
主

に
用
い
ら
れ
た
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住
居
形
態

の
特
徴

に
つ
い
て
説
明
す
る
も
の

で
あ
る
。

な
お
、
一九
一四
年

(大
正
3
年
)
か
ら
一九三
九年

(
昭
和
一四年
)
ま
で
の
従
業
員
社
宅

戸
数
と
従
業
員
在
籍
人
員
お
よ
び

=
　
当
り
人
員
を
別
表
1
3
に
示
す
。

〈
表

1
3
>

従
業
員
社
宅
戸
数
並

一
戸
当
り
人
員
調
(「
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿
」昭
和
三
年
)

年

大
正

三四五六七八九一〇=三三一
四

昭
和

一二三四五六七八九一〇=三三一
四

一九
茜

一九
一五

一九
ニ
ハ

一九
一七

一
九
天

一
九
一
九

一
九
二
〇

一
九
一二

一
九
一三

一九
一三

一九
一西

一九
二
五

一九
二
六

一九
二
七

一九
二
八

一九
二
九

一九
三
〇

一
九
一三

一
九
一三

一
九
三
三

一九
一茜

一九
三
E

一九
三
六

一九
三
七

一九
三
八

一九
三
九

社
宅
数

(戸
)

四
〇

八
〇

八
〇

三
七
〇

三
七
〇

三
七
〇

六
=

六
さ

八
五
九

一
、
〇
九
三

一
、
一九
三

一
、
ニ
セ
ニ

一、
二
五
三

一
、
三
八
七

一
、
四
一九

一
、
空

九

一
、
四
四
九

一
、
四
四
九

一
、
四
五
二

一
、
四
六
六

一
、
四
八
九

一
、
四
八
九

一
、套

〇

二
、
二
六
二

二
、七
二七

三
、
一〇
九

在
籍
人
員

(人
)

六
三

七
九

八
九

二
四
八

六
毫

一
、
0
9

一
、
〇
五
二

七
六
四

一
、
二
九
五

一
、
四
〇
一

一
、
六
四
五

一
、
五
八
一

一
、
八
〇
六

二
、
〇
三
七

一
、
九
宍

二
、
O
O
三

一
、
七
四
二

一
、
二
六
九

一
、
三

〇

一
、
八
九
八

一
、
芙

八

一
、
九
醤

二
、
五
9

三
、
五
八
八

四
、七
九
六

五
、
天
四

一
戸
当

(人
)

一
・
五
八

〇

・
九
九

一
・
=

O

・
六
九

一
・
宍

二
・
竺

一
・
七
二

一
・
宍

一
・
互

一
・
二
九

一
・
三
四

一
・
二
四

一
・
四
四

一
・
四
七

一
・
三
九

一
・
四
一

一
・
二
〇

〇

・
八
八

〇
・
八
三

一
・
二九

一
・
一九

一
・
一三

一
・
五
〇

一
・
五
九

一
・
芙

一
・
六
七

一m一



4

単
身
者
用
住
居

4
1
1

飯
場

「
飯
場
」
は
炭
鉱
会
社
か
ら
許
可
を
得
た
公
認
の
私
営
寄
宿
舎
で
あ
り
、
そ
の
経

営
は
飯
場
主
ま
た
は
親
分
な
ど
と
呼
ば
れ
る
請
負
人
が
行

っ
た
。
こ
れ
は
、
九
州
の

炭
鉱
で

「納
屋

(注
6
)
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に

相
当
す
る
。

こ
の
制
度
に
よ

っ

て
、
会
社
は
従
業
員

(鉱
夫
)
の
募
集
、
収
容

の

一
切
を
飯
場
主
に
任
せ
、
常
時
労

働
力
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
ま
た
、
飯
場
主
は
稼
働
従
業
員

(
鉱

夫
)
の
賃
金
を
会
社
か
ら
直
接
受
け
、
中
間
搾
取
で
き
る
有
利
な
立
場
に
あ

っ
た
。

単
身
者
が
炭
鉱
で
働
く
に
は
、
こ
の
制
度
下
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

砂
川
鉱
に
お
い
て
は
、
一九
一七
年

(大
正
6
年

)
4
月
か
ら
一九
三七
年

(
昭
和
三
年
)

=
月
ま
で
高
橋
飯
場

(後
、
本
町
親
和
寮
)
が
存
在
し
た
。
一九
三
年

(大
正
4
年
)

に
三
井
砂
川
木
挽
工
場
よ
り
移
設
し
た
も
の
で
あ
り

(注
7
)、
創
建
時
の
規
模
は
、

木
造
平
家
建
、
柾
葺
、
一〇
五坪

で
あ

っ
た
。

資
料

(注
8
)
に
よ
る
と

「
当
所

二
ハ
所
謂

「
飯
場
制
度
」
ナ
ル
モ
ノ
ハ
ナ
シ
。

唯
俗
称

"高
橋
飯
場
"
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
シ
モ
、
右

ハ
高
橋
延
太
郎
ノ
請
負
ヒ
経
営

ス

ル
鑛
夫
寄
宿
所

二
過
ギ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ナ
リ
。
」
と

記
録
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に

「
会

社

ハ
家
賃

ヲ
無
料
賃
興
セ
ル
二
止
リ
、
寝
具
什
器
等

一
切
高
橋
自
信
ノ
費
用
二
テ
整

へ
、
賄
料

一
旦

二
十
五
銭
、
布
団

一
夜
五
銭
ヲ
取
立
テ
タ
リ
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
前
者
で
は

「
飯
場
」
を
否
定
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
実
態
は

一
般
的
な

「飯

場
」
に
近
い
形
態
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈
写
真
1
1
>
高
橋
飯
場

(
「山
の
歩
み
五
十
年
」
よ
り
)

4
-
2

寄
宿
舎

寄
宿
舎
と
は
会
社
直

営

の
単
身
者
用
宿
舎

で
あ
り
、

「総

テ
会
社
直
営

二
シ
テ
、

寮
則

ヲ
定

メ
、
寮

管
理
人

ヲ
置
キ
之

ヲ
監
督

セ

シ
ム

(注
9
)」
も

の
で
あ

っ
た
。

前
項

の
飯
場

と
異
な

る
点

は
、
経
営
が
会
社

で
あ

る

こ
と
と
、
入
居
す
る
従
業
員

は
会
社
か
ら
辞
令
を
受
け

た
も
の
に
限
ら
れ

て
い
た
。

砂
川
鉱

の
寄
宿
舎
は
、

「親
和
寮
」

の
名
称

で
呼
ば

れ
、
一九
一三
年

(大
正
一
一年
)

中
町
親
和
寮

が
文
殊
炭
鉱

買
収
と
と
も
に
移
設

さ
れ

た
の
に
は
じ

ま
る
。

し
か

し
、
買
収
移
設
時
か
ら
親

和
寮
の
名
称
が
付
け
ら
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
後
、
親
和
寮
は
別
表
4
に
見
る
よ

う
に
各
地
区
に
建
設
さ
れ
、
戦
時
下

の
一九三
九年

(昭
和
茜
年
)
奥
沢
第
二
、
東
町
第

二
、
文
殊
の
各
親
和
寮
建
設
は
、
外
国
人
を
収
容
す
る
た
め
で
あ
り
、
従
業
員
社
宅

を
改
造
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

「囎「



〈
表
ー
4
>
従
業
員
寄
宿
舎

一
覧

(
「
三
井
鉱
山
五
十
年
史
稿
」
昭
和
蓋
年
)

中
町
親
和
寮

東
町
第

一
親
和
寮

奥
沢
第

一
親
和
寮

奥
沢
第
二
親
和
寮

東
町
第
二
親
和
寮

文
殊
親
和
寮

創
建
年

大
正
=
年

昭
和

八
年

昭
和
=
年

昭
和
菌
年
δ
月

昭
和
酋
年
一〇月

昭
和
西
年
δ
月

創
建
時
の
規
模

木
造
、
平
家
、
柾
葺
、
五
七
坪

木
造
、
平
家
、
ト
タ
ン
葺
、
一四
二坪

木
造
、
平
家
、
ト
タ
ン
葺
、
三
〇
坪

十
戸
建
従
業
員
社
宅
5
棟
を
改
造

十
戸
建
仮
従
業
員
社
宅
4
棟
を
改
造

十
戸
建
仮
従
業
員
社
宅
5
棟
を
改
造

4
1
3

同
居
寄
宿

従
業
員
が
社
宅
に
縁
故
者
や
知
人
の
従
業
員
を
寄
宿
人
と
し
て
同
居
さ
せ
、
食
費

な
ど
を
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
縁
故
募
集
の
紹
介
者
が
、
隣
接
す
る
社
宅

に
多
数
の
従
業
員
を
収
容
す
る
場
合
も
あ

っ
た
。

会
社
に
と

っ
て
、
こ
の
住
居
形
態
は
管
理
、
風
紀
上
好
ま
し
く
な
い
た
め
、
積
極

的
に
推
し
進
あ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
資
料

(注
9
)
に
よ
る
と

「単
身
者

ノ
多

ク
ハ
、
寄
宿
舎

二
多
数
収
容
セ
ラ
ル
ル
ヨ
リ

ハ
、

寧
口
喰
扶
持
者

ト
シ
テ
全
居

ス

ル
ヲ
希
望
ス
ル
者
多
キ
モ
、
右

ハ
梢

モ
ス
レ
バ
不
規
則
ト
ナ
リ
風
紀
問
題
等
起
ル
コ

ト
ア
リ
」
と
説
明
さ
れ
る
。

戸
建

て
従
業
員
社
宅

(通
称

「白
壁
長
屋
」
、
現
本
町
供
給
所
前
)
4
棟
に
入
居
し

た
。

こ
の
時
期
、
事
務
所
兼
倶
楽
部
兼
合
宿

(平
家
建
、
柾
葺
、
五
一坪
)
や
四
戸
建

職
員
社
宅

(通
称

「
戸
頭
長
屋
」
)
な
ど
建
設
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
材
料
は
す
べ

て
三
井
砂
川
木
挽
工
場

の
廃
材
を
用
い
た
と
い
わ
れ
る

(注
10
)。

北
海
道

の
炭
鉱
住
宅

に
お
い
て
砂
川
鉱
の
特
徴
的
な
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
北
炭
等

で
建
設
さ
れ
て
い
た

「棟
割
長
屋
」
を
採
用
し
な
か

っ
た
こ
と
に
あ
る
。
大
正
初
期

の
北
海
道
の
炭
鉱

で
は
、
ま
だ

「棟
割
長
屋
」
は

一
般
的

で
あ
り
、
北
炭
に
お
い
て

は
、
一九
三
年

(昭
和
5
年
)

「
工
場
附
属
寄
宿
舎
規
則
」
制
定
に
よ
る

「棟
割
長
屋
」

の
禁
止
に
よ

っ
て
、
二
戸
を

一
戸
に
改
築
す
る

「改
良
型
住
宅
」
の
出
現
を
み
る
。

な
お
、
九
州
の
三
井
鉱
山
田
川
鉱
業
所

で
は
、
明
治
末
年
ま
で
に
建
設
し
た

「
坑
夫

納
屋
」
は
、
四
、五
畳
の

一
間
取
六
戸
建
お
よ
び
八
戸
建
で
あ
り
、

「
棟
割
長
屋
」
は

採
用
し
て
い
な
い

(注
11
)。
し
か
し
、
北
海
道
と
同
様
、
劣
悪

な
住
環
境
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
天
井
お
よ
び
障
子

・
土
間
た
た
き
は
設
け
ら
れ
ず
、
台
所

は
一九
三
年

(明
治
四
五年
)
に
な

っ
て
初
め
て
屋
外
の
軒
下
に
設
け
ら
れ
た
と
記
録
さ

れ

る

。

rh》
ー

ハ
∠

従
業
員
社
宅
の
変
遷

【㎜一

5

従
業
員
社
宅

5
1
1

棟
割
長
屋

の
不
採
用

砂
川
鉱
の
開
鉱
時

(
一九
西
年

(大
正
3
)
)
、
従
業
員
は
炭
鉱
測
量
調
査
隊
が
使

用
し
た
2
棟

の
十
戸
建
長
屋

(通
称

「炭
調
小
屋
」
、
現
発
電
所
沢
)
、
お
よ
び
十

一間取十戸建(大 正3年 ～9年)

二間取九戸建(大 正9年)



内便所付八戸建(大 正11年)

一間取六戸建(昭 和3年 ～5年)

中二階建(昭 和12年 ～14年)

〈 図一2従 業員社宅平面図 〉

 

〈

一
間
取

(初
期
)
〉

(
一九
西
年
～
一九
二〇
年
)

一九
一四年

(大
正
3
年
)
か
ら
一九
二〇
年

(9
年
)
ま
で
は
、
開
鉱
当
初
の
従
業
員
社

宅

で
あ
る

一
間
取
形
式
の
も
の
が
建
設
さ
れ
た
。
そ
の
形
態
は
、

一
棟
十
戸
建
、
木

造
平
家
、
柾
葺
、

一
戸
当
り
八
、二五
坪
と
し
、
屋
外
に
共
同
便
所

(3
坪
)
を
設
け
た
。

平
面
は
、
玄
関
の
土
間
と
、
奥
行

一
間
の
台
所
、
間
仕
切
り
な
し
で
接
続
す
る
8
畳

の
広
さ
の

一
室
か
ら
な

っ
た
。
土
間
は
間
口
二
間
幅
で
あ
り
、
砂
川
鉱
で
こ
の
形
式

の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
台
所
は
板
敷
と
し
、
流
し
を
設
け
、
中
央

に
は
炉

を
切
る
。
居
室
に
は
、
一
問
の
押
入
を
備
え
た
が
、
畳
は
な
く

"薄
縁
(
う
す
べ
り
)"

と
呼
ば
れ
る
ゴ
ザ
状
の
も
の
を
敷

い
た
。

こ
の
形
式
の
住
宅
は
、
本
町
、
奥
沢
町
に
建
設
さ
れ
た
。

〈
二
間
取
〉

二
九
二〇
年
)

一九二
〇年

(大
正
9
年
)
に
は
、
6
畳
お
よ
び
3
畳
の
居
室
を
も

つ
二
間
取
形
式
が

出
現
し
た
。

一
棟
九
戸
建
、
木
造
平
家
、

=
　
当
り
八
、五
七坪
、
共
同
外
便
所

(二

●三

三
坪
)
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
の
形
式
に
な

っ
て
、
物
置
が
屋
内
に
設
け
ら
れ
た
。

二
間
取
の
採
用
に
つ
い
て
他
鉱
と
比
較
す
る
と
、
北
炭
で
も
、
こ
の
時
期

(
一九
一九

年
(
大
正
8
年
)
)
鉱
員
社
宅
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
、

「
二
間
型
住

宅
の
間
取
り
を
社
内

一
般
よ
り
懸
賞
募
集
し
、
当
選
案
を
基
礎
と
し
て
支
店
で
設
計

し
、
六
帖
二
間
の
改
良
型
住
宅
を
定
め
て
各
砿
に
普
及
さ
せ
た
。

(注
12
)
」
と
説

明
さ
れ
る
。

一
方
、
九
州
三
井
田
川
鉱
で
は

(注

13
)
、
一九
天
年

(
大
正
7
年
)

「
優
良
坑
夫
納
屋
」
と
し
て
、
六
戸
建
の
二
間
取
社
宅

(
=
　
当
り
七
、
二坪
)
が
建
て

ら
れ
た
。
し
か
し
、
同
鉱

で
二
間
取
形
式
が

一
般
鉱
員
に
普
及
す
る
の
は
一九
三
年

(大
正
一〇
年
)
に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。

各
鉱
で
そ
れ
ま
で
の

一
間
取
か
ら
二
間
取
社
宅

に
改
良
さ
れ
た
背
景
に
は
、
第

一

次
大
戦
に
よ
る
国
内
経
済

の
好
況
と
、
市
街
地
建
築
物
法
お
よ
び
都
市
計
画
法
の
制

定

(
一九
一九年

(大
正
8
)
)
に
よ
る
建
築
に
対
す
る
社
会
的
認
識

の
高
揚
が
、
炭
鉱

社
会
に
も
影
響
し
た
と
み
ら
れ
る
。

〈
内
便
所
付
〉

(
一九
一三
年
)

開
鉱
以
来

の
従
業
員
社
宅

の
便
所
は
、
棟
単
位
の
共
同
使
用
で
あ
り
、
屋
外
に
別

棟

で
設
置
さ
れ
た
。
砂
川
鉱
に
お
い
て
、
住
戸
ご
と
に
内
便
所
を
設
け
た
最
初
の
も

の
は
、
一九
一三
年

(大
正
=
年
)
中
町
に
建
て
ら
れ
た
二
間
取

(8
畳
、
3
畳
)
で
あ
っ

た
。

こ
の

「内
便
所
付
」
は
、

一
棟
八
戸
建
で

一
戸
当
り
九
、五
坪
の
規
模
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
内
便
所
付
き
の
住
宅
形
式
は
長
続
き
せ
ず
、
次
の

「
中
二
階
建

」

(
一九
三七
年

(昭
和
三
)
)
で
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

北
炭

の
万
字
鉱
に
お
い
て
も
、
一九
一九
年

(大
正
8
年
)
内
便
所
付
住
宅
を
建
て
る

が
定
着
せ
ず
、
理
由
は

「
居
間
に
直
続
さ
せ
た
た
め
、
臭
気
は
な
は
だ
し
く
、
間
も

な
く
取
り
や
め
た

(注
14
)
」
と
す
る
。

一
般
に
炭
鉱
住
宅
に
内
便
所
が
普
及
す
る

「㎜一



の
は
、
第
二
次
大
戦
後
で
あ

っ
た
。

な
お
、
三
井
鉱
山
本
店
の
社
宅
賃
渡
規
則
が

一九
一三
年

(大
正
=
年
)
5
月
に
制
定

さ
れ
、
内
便
所
に
改
善
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
で
あ
り
、
他
に
柾
葺
屋
根
は
鉄
板
葺
に

変
え
ら
れ
、
畳
の
支
給
制
度
も
行
わ
れ
た
。

〈

一
間
取

(
二
次
)
〉

(
一九
二八
年
～
一九
三〇
年
)

(
一九三
六年
～
一九三
九年
)

開
鉱
以
来
、
従
業
員
社
宅
の
質
は
向
上
し
て
き
た
が
、
一九
二
八年

(昭
和
3
年
)
か

ら
の
社
宅
は

「
二
間
取
」
か
ら

「
一
間
取
」
に
も
ど
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
昭
和
初

期
の
社
会
情
勢
が
厳
し
く
影
響
し
、
炭
鉱
社
会
に
お
い
て
も

「
世
界
的
不
況
の
襲
来

に
よ
り
、
わ
が
国
産
業
界
は
極
度

の
沈
衰
に
お
ち
い
り

(中
略
)
炭
界
は
低
迷
を

つ

づ
け
た
。

(中
略
)
炭
価
は
い
よ
い
よ
下
降
し
、
貯
炭
は
推
積
し
て
未
曽
有
の
高
記

録
を

つ
く
り
、
石
炭
界
の
前
途
は
累
卵
の
危
う
き
を
思
わ
せ
た
。

(注
15
)
」
と
述

べ
る
。

砂
川
鉱
の
一九
二八年

(
昭
和
3
年
)
か
ら
三〇
年

(
5
年
)
の
鉱
員
住
宅
は
、

=

間

取
」
と
な
り
、

一
棟
六
戸
建
、

一
戸
当
た
り
六
、七五
坪
の
規
模
で
あ

っ
た
。
平
面
は
、

8
畳
の
居
間
に

一
間
の
押
入
を
設
け
、
出
入
口
脇
に
板
敷
の
流
し
を
備
え
た
。
こ
の

住
宅
形
式
は
、
一九
西
年

(大
正
3
年
)
か
ら
建

設
の

「
一
間
取
」
よ
り
狭
い
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
収
納
空
間
と
し
て
、
物
置
が
別
棟

で
設
け
ら
れ
た
。

な
お
、
一九
三六
年

(
昭
和

=
年
)
か
ら
三
九年

(
西
年
)
に
は
、

「
仮
社
宅
」
と
呼
ば

れ
る

「
一
間
取
」
が
建

て
ら
れ
た
。
規
模
は
、

一
棟
十
戸
建
、

一
戸
当
た
り
6
坪
で

あ
り
、
開
鉱
以
来
最
低
の
住
戸
規
模
と
な
る
。
居
間
八
畳
に
は
、
押
入
も
備
え
ら
れ

な
い
。
さ
ら
に
、
戦
時
下
の
厳
し
い
一九
三九
年

(昭
和
一四年
)
一〇月
に
は
、
外
国
人
従

業
員
を
収
容
す
る
た
め
、
こ
の

「
仮
社
宅
」

一
四
棟
を
改
築
し

「
親
和
寮
」

と
し
た

(別
表
4
参
照
)
。

〈
中
二
階
建
〉

(
一九
三七
年
～
一九
三九
年
)

世
界
的
な
不
況
か
ら
脱
し
、
政
府
は
昭
和
三
年
度
か
ら

「
石
炭
増
産
五
力
年
計
画
」

を
樹
立
し
た
。
そ
の
間
の
様
子
は
、

「
満
州
事
変
な
ら
び
に
金
輸
出
禁
止
を
契
機
と

し
、
わ
が
国
の
諸
産
業
は
急
速
な
立
直
り
を
み
せ

(中
略
)
石
炭
需
要
の
伸
び
は
異

常
な
も
の
が
あ

っ
た
。

(注
16
)
」
と
記
録
さ
れ
る
。
こ
の
好
況
を
受
け
、
各
炭
鉱

は
従
業
員
確
保

の
た
め
社
宅
の
新
築
を
行
い
、
社
宅
形
式
の
転
換
期
と
な

っ
た
。
こ

の
期
の
住
宅
形
式
は
、
第
二
次
大
戦
前
ま
で
の
住
宅
変
遷
の
上
で
、

一
つ
の
確
立
を

生
む
こ
と
に
な
る
。

砂
川
鉱
で
は
、
一九三
七年

(昭
和
三
年
)
か
ら
従
来
の
従
業
員
社
宅
を

一
新
し
、

「
中
二
階
建
」
社
宅
を
建
設
し
た
。

一
般
に
同
鉱
で
は
、
そ
の
屋
根

の
形
か
ら

「
へ

の
字
形
住
宅
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
規
模
は
、

一
棟
四
戸
建
、

一
戸
当
り
三
、六

坪
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
従
業
員
社
宅
と
し
て
は
最
大
規
模
と
な

っ
た
。
平
面
の
特

徴
は
、

一
階
に
、
居
間

(8
畳
、
押
入
付
き
)
、
台
所
、
物
置
を
設
け
、
二
階
に
は
、

床
の
間
と
押
入
を
備
え
る
6
畳
間
を
配
し
た
。

床
の
間
が
初
め
て
従
業
員
社
宅

へ
設
置
さ
れ
た
の
に
は
、
従
業
員
か
ら
の
希
望
も

あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
、
第
二
次
大
戦
後
の
調
査
で
あ
る
が
、
次
の
記
述
は
そ
の
参
考

と
な
る
。

「炭
鉱

で
働
く
労
働
者
が
集
ま
ら
な
い
。
そ
れ
を
集
め
る
た
め
に
、
炭
鉱

で
働
く
人
た
ち
の
住
宅
を
建
て
、
あ
る
い
は
改
善
す
る
こ
と
が
第

一
に
必
要
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
住
宅
を
建
て
れ
ば
い
い
の
か
。
日
本

建
築
学
会
に
そ
の
対
策
委
員
会
が
で
き
、
炭
鉱
の
労
働
組
合

の
人
々
の
意
見
も
聞
い

た
。
そ
こ
で
出
て
き
た
要
求
は
、

「
床
の
間
の
あ
る
家
を
」
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

(注
17
)
」

な
お
、
便
所
は
こ
の
形
式
に
お
い
て
も
共
同
外
便
所
で
あ
り
、
一九
一三
年

(大
正
=

年
)
に

一
時
内
便
所
に
改
善
さ
れ
た
が
、
本
格
的
な
従
業
員
社
宅
の
内
便
所
化
は
先
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<表 一5>砂 川鉱と他鉱の従業員社宅比較

三井砂川鉱

(大正3年 開坑)

北炭

(明治22年)

棟割長屋 不採用 ◎明治～昭和初期

一棟二十戸、一間5坪 、

押入 ・天井な し

一間取 ◎大正3～9年

一棟十戸、8.25坪8畳 、

押入 ・炉付

◎昭和3～5年

一棟六戸、6.75坪 押入、

外物置付

◎昭和11～14年

一棟十戸、6坪8畳 、

押入な し外物置付

◎大正初期

一棟十戸、6 .75坪8畳 、

押入 ・炉付

※昭和32年

一間住宅改造予算4 ,000

万円計上

二間取 ◎ 大 正3～9年

一 棟 十 戸 、8.35～8.75

坪 、6畳3畳 押 入 、 物

置 、炉 付 ◎ 大 正12～14

年

一 棟 十 戸
、9坪8畳 ・

3畳 、押 入 な し

◎大正8年

社内懸賞募集

6畳 二間、 「改良住宅」

◎大正10年

棟割長屋改造

一棟十戸、10坪 押入 ・

外物置付

二間取

12坪

◎ 昭 和12～14年

「中 二 階 建 」 、 一 棟 四

戸 、12.15坪 一 階8畳 ・

二 階6畳 、 押 入 ・物 置

付

◎昭和13～16年

「腰折屋根平屋」

一棟四戸 ・六戸、12.5

坪、6畳 二間押入 ・物

置付

※ 引用文献 本稿の各引用文献 「北炭技術史稿本土木

編」昭和33年

三菱美唄鉱

(大正4年 買収)

飯田炭鉱か ら引継一棟

十六～二十戸一間、天

井 なし

◎大正3～4年

飯田炭鉱か ら引継 「坑

夫長屋」一棟八戸、八

畳、天井な し、押入 ・

炉付

◎大正5～7年

250棟 、 「六 ・三長屋」

、一棟八戸、6畳3畳 、

押入 ・炉 ・畳付

◎大正8年

一棟六戸、6畳4畳 半、

押入付

◎昭和11～15年

「八 ・六長屋」一棟四

戸 ・六戸、12坪 、八畳

六畳押入 ・物置付

「炭鉱 に生 きる」昭和

35年
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に
述
べ
た
よ
う
に
第
二
次
大
戦
後
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
石
炭
増
産
五
力
年
計
画
」
を
打
ち
出
し
た
時
期
は
、
他
の
炭
鉱
に
お
い
て
も
戦

前
を
代
表
す
る
従
業
員
社
宅
が
建
設
さ
れ
た
。

ほ
ぼ
、

=
　
当
り
面
積
は
三
坪
程
度

と
さ
れ
、
間
取
り
は
二
間
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。

北
炭
で
は

「腰
折
屋
根
平
家
建
住
宅

(注
18
)
」
が
そ
れ
で
あ
り
、
一九
三八
年

(昭

和
三
年
)
か
ら
四
一年

(
ニ
ハ年
)
に
か
け
て
大
量

に
建
設
さ
れ
た

(注

19
)
。
設
計
は

同
社
の
北
海
道
支
店
で
行
わ
れ
、
社
内
統

一
の
標
準
社
宅
と
な

っ
た
。
そ
の
規
模
は
、

一
棟
四
戸
建
ま
た
は
六
戸
建
で
あ
り
、

一
戸
当

り
三
、五坪
で
あ

っ
た
。
そ
の
平
面
は
、

6
畳
の
二
間
取
と
し
、
出
窓
を
設
け
障
子
と
ガ

ラ
ス
戸
の
二
重
建
具
を
採
用
し
た
。

二
重
建
具
は
、
北
海
道
の
寒
冷
気
候
に
対
応
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、

屋
根
の
腰
折
れ
形
も
、
軒
先
の

「
つ
ら
ら
」
と

「す
が
洩
り
」
防
止
を
目
的
と
し
て

設
計
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
頃
か
ら
よ
う
や
く
北
海
道

の
炭
鉱
住
宅
が
寒
冷
の

気
候
風
土
を
考
慮
し
た
設
計
方
針
を
取
り
入
れ

た
こ
と
に
な
る
。

三
菱
美
唄
炭
鉱

(注
20
)
で
は
、
一九三
六年

(昭
和
一
一年
)
か
ら
四〇
年

(
三
年
)
ま

で
に
約
九〇〇
戸
の
従
業
員
宅
が
新
築
さ
れ
て
い
る
。

一
棟
の
戸
数
は
4
戸
か
ら
6
戸

で
あ
り
、
二
間
取

(
8
畳
と
6
畳
)
に
2
間
の
押
入
と
一、
近
坪
の
物
置
が
付
け
ら
れ

た
。

一
戸
当
た
り
の
面
積
は
、
三
坪
程
度
で
あ
り
、
砂
川
鉱
や
北
炭
と
ほ
ぼ
同
様
で

あ

っ
た
。
当
時
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

「間
取
り
は
、

(中
略
)
ぐ
っ

と
広

く
な
り
六

・
三
や
六

・
四
半
に
較
べ
る
と
格
段
の
進
歩

で
あ
る
。

こ
の
工
事

は
山
の
肌
を
削
り
、
あ
る
い
は
埋
立
て
る
と
い
う
難
工
事

で
、
多
数
の
タ

コ
部
屋
が

こ
れ
に
あ
た

っ
た
。

(中
略
)
大
幅
に
ふ
く
れ
上
が
る
労
働
者
数
に
比
例
し
て
、
住

宅
の
拡
張
も
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
」

こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
石
炭
増
産
計
画
に
よ
る
従
業
員
確
保
の
た
め
、
社
宅
の
改

善

・
拡
張
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
。

6

む
す
び

砂
川
鉱
の
開
鉱

(
一九
一
四年
(大
正
二))
か
ら
第
二
次
大
戦

(
一九
三九
年
(
昭
和
一
四
)
)

ま
で
の
従
業
員
社
宅
の
種
類
お
よ
び
そ
の
変
遷
に

つ
い
て
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。

住
居
形
態
の
種
類
は
、
単
身
者
を
収
容
し
た
飯
場
、
寄
宿
舎
、
同
居
寄
宿
が
あ
り
、

一
方
妻
帯
者
の
た
め
の
従
業
員
社
宅
が
あ

っ
た
。
従
業
員
社
宅
の
変
遷
は
、
開
鉱
期

の

一
棟
十
戸
建
「
一

間
取
長
屋
」
か
ら
始
ま
り
、
一九
二〇年

(大
正
九
年
)
に
は

「
二

間
取
」
が
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
昭
和
初
期

の
世
界
的
恐
慌
の
影
響
に
よ
り
、

一

時
期

「
一
間
取
」
に
逆
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
次
に
、
一九
三〇
年
代
の
増

産
態
勢
下
に
は
、
戦
前
の
従
業
員
社
宅
を
代
表
す
る

「中
二
階
建
」
二
間
取

へ
と
、

質
的
発
展
を
み
る
。
な
お
、
開
鉱
期

の
北
海
道
炭
鉱
住
宅
は

「棟
割
長
屋
」
で
あ

っ

た
が
、
本
鉱
で
こ
れ
を
採
用
し
な
か

っ
た
の
は
、
財
閥
資
本
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
で

あ
り
、
従
業
員
確
保
の
た
め
の
姿
勢

で
あ

っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
従
業
員
社
宅
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
関
係
し
て
く
る
の

は
世
界
情
勢
お
よ
び
政
治
経
済
等

の
影
響

で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
好
況
時
に
は
規

模
、
設
備
は
充
実
す
る
が
、
ひ
と
た
び
不
況
に
陥
る
と
そ
れ
ま
で
の
建
築
的
蓄
積
に

関
係
な
く
劣
悪
な
住
環
境
に
な

っ
た
と

い
え
る
。
こ
れ
は
、
北
炭
お
よ
び
三
菱
美
唄

に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
戦
前
ま
で
の
従
業
員
社
宅
は
、
各
鉱
に
お
い
て

=
　

当
り
約
三
坪
の

「
二
間
取
」

で
そ
の
確
立
を
み
る
。
居
住
空
間
の
質
的
変
化
は
、
企

業
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
政
府

の
炭
鉱
政
策
と
緊
密
で
あ
り
、
そ
の
向

上
は

一
進

一
退
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

な
お
、
本
稿
は
拙
論

「北
海
道

に
お
け
る
炭
鉱
住
宅

の
研
究
⑥

三
井
砂
川
鉱
、

従
業
員
社
宅
に

つ
い
て

」

(
日
本
建
築
学
会
北
海
道
支
部
研
究
報
告
集
恥
60
)
に

一
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発
表
し
た
も
の
に
修
正

・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈
注

記
〉

三
井
鉱
山
㈱
編

『
三
井
鑛
山
五
十
年
史
稿
』

(
死
四
〇
年

)

三
井
鉱
山
㈱
編

『
砂
川
鑛
業
所
沿
革
史
』

(
一九
四
〇
年
)

木
村
誠

一

『
上
砂
川
市
井
史
』

(
一九
五
七
年
)

三
井
鉱
山
㈱
砂
川
鉱
業
所

『
ヤ

マ
の
歩
み
五
十
年
』

(
一九
六
五
年

)

砂

川
市
史
編
纂
委
員
会

『
砂
川
市
史
』

(
一九
六
九
年

)

花
村
正
義

「
炭
鉱
住
宅

の
変
遷
過
程

に

つ
い
て
」

日
本
建
築
学
会
中
国

・
九
州
支
部

研
究

報
告

(
一九
芸
年
)

前

記
3
に
よ

る

『
砂
川
鑛
業
所
沿
革
史
第

二
巻
』

『
砂
川
鑛
業
所
沿
革
史
第
十
巻
』

前
記

3
に
よ

る

前
記

6
に
よ

る

北
炭
七
十
年
史
編
纂
室
編

『
北
炭
技
術
史
稿
本

(
土
木
編
)
』

(
一九
宍
年

)

前
記

1
に
よ

る

前
記

12
に
よ
る

北
炭

『
七
十
年
史
』

(
一九
五
八
年
)

前
記

15
に
よ
る

太

田
博
太
郎

『
床

の
間
』

(
一九
芸

年
)

前
記

12
に
よ
る

一
、
=
ハ八
棟
五
、
三
〇
戸

(
夕
張
鉱
業
所
三
四七
棟

一、
四九
九
戸
、
平
和
鉱
業
所
一三
四
棟

一
、〇
四
〇
戸

、
幌
内

鉱
業
所

宍
五
棟
八
〇
一戸
、
空
知
鉱
業
所
四
ニ
ニ
棟

一、七
八
〇
戸
)

三
菱
美
唄
炭
鉱
労
働
組
合

『
炭
鉱
に
生
き
る
』

(
一九
六
〇
年
)
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